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東京都：都市開発諸制度活用指針
（番町地区は「拠点等地区」ではない）
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東京都：都市開発諸制度活用指針、割増容積率
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「再開発等促進区」

1 .地区計画の区域内において、一団の区域を「再
開発等促進区」と位置づけることができる

2. 「再開発等促進区」では、主要な施設（公共空地）、
容積率、高さの最高限度などを、公共貢献のある優
良な都市開発プロジェクトが行われるように、その
計画内容に即して定める

3. ここで定める容積率や高さの最高限度は、地区
計画の一部を変更して定めるものであるので、現行
の地区計画の制限値を上回ることが可能である。
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都市計画の（変更）提案制度

1. 都市計画法第21条の2～5に基づき、一体的な土
地の区域（0.5ha以上）については、土地所有者等
が、3分の2以上の同意で、都・区に対し、都市計画

の決定・変更を公式に提案することができる（「計画
提案」という） 。

2. 計画提案の対象には、地区計画も含まれる。

3. 計画提案が行われると、都・区は、遅滞なく、都市

計画を決定・変更する必要があるかどうかを判断し、
都市計画審議会に付議しなけれればならない。

4. 都・区は、提案を踏まえた変更をしない場合には、
理由を付して、提案者に通知する。
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東京都
都市づくりのグランドデザイン
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政府の指定：
都市再生緊急整備地域

番町地区は、含まれ
ていない。
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国家戦略特区
「都市計画法等の特例」指定地区

これまでの実績では、
政府指定の都市再生
緊急整備地域内のみ
で行われている。
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【参考】よくあるパターン

１. 今後、地区計画の変更提案によって、高さと容積率の

最高限度を引き上げる提案が、土地所有者から行政に提
出される可能性がある

２. 事業者は、当然、魅力的な絵を描いたプランを示す。

それは、敷地内に広場や歩道のあるスリムな超高層で、
「壁のようなビルよりずっと良い」と説明する

３. これによって、賛同する地域住民を増やす努力をする

４. また、規制緩和の見返りに、様々な「公共貢献」を約

束する。ただし、その中には規制緩和がなくても実施する
だろうと予想される事柄を含むことも多い
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建ぺい率のイメージ



同じ建ぺい率で、空地の使い勝手


